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みぞばた ひろ と まつもと ひで き

　私は、甲社を経営している社長です。当期は利益が出ているので、営業で使えるモバイルパソコンを導入しようと考え
ています。税務上の留意点を教えてもらえますか。

　減価償却資産を購入した場合は、購入時に全額を損金として処理するのではなく、資産に計上し、耐用年数（パソコン
の場合通常4年）に応じて減価償却の方法により将来にわたって損金に算入することになります。
　しかし、少額の減価償却資産については、一定の条件のもと取得時に全額損金算入する方法又は一括して3年で均等償
却する方法が認められています。

　少額の減価償却資産については、取得価額に応じて、次の3つの処理が認められています。
　なお、⑶の特例は、青色申告書を提出する法人で中小企業者等＊（常時使用する従業員の数が1,000人を超える中小企業者等を除く）に
該当する法人のみ適用することができます。
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税理士　松本栄喜第13回 パソコンを買った時の処理はどうする？

１　少額の減価償却資産の税務上の処理

　上記❶⑴及び⑵の適用資産については、固定資産税（地方税）の課税対象からも除かれます。しかし、上記❶⑶の制度は、固定資産税
（地方税）にはないため、上記❶⑶の適用により10万円以上30万円未満の減価償却資産を一時に損金処理した場合でも、その資産は固定
資産税（償却資産税）の申告の対象となりますので、注意が必要です。

2　法人税と固定資産税（償却資産税）の取扱いの違い

平成30年１月

使用可能期間が１年未満のもの又はその取得価額が10万円未満のものは、事業の用に
供した時に損金処理すれば、法人税法上、損金に算入することができます。

⑴　10万円未満の減価償却資産

取得価額 税務上の処理

取得価額が20万円未満で事業の用に供したもの（10万円未満の資産で一時損金処理を
しなかったものを含む）は、法人税法上、事業年度ごとに、その全部又は一部の合計
額を一括して3年で均等償却して損金に算入する方法（一括償却）を選択することが
できます。

⑵　20万円未満の減価償却資産

青色申告書を提出する中小企業者等＊が、平成30年3月31日までの間に取得等し事業
の用に供した減価償却資産のうち取得価額が10万円以上30万円未満のものは、事業の
用に供した時に損金処理すれば、法人税法上、損金に算入することができます（年間
300万円を限度）。

⑶　30万円未満の減価償却資産

（注）資本金の額等を有しない法人については、常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人が中小企業者等に該当します。

＊ 中小企業者等とは、次の法人をいいます。

資本金の額等が
１億円以下の法人

中小企業者等以外

中小企業者等

大規模法人（資本金の額等が１億円超の法人等）の子会社

上記以外の法人

【少額減価償却資産の取扱い】

中小企業者等の特例
（上記❶⑶）

10万円未満

10万円以上　20万円未満

20万円以上　30万円未満

3年均等償却
（上記❶⑵）

全額損金算入
（上記❶⑴）

固定資産計上

〇

〇

〇

〇

×

×

〇

〇

×

─

〇

〇

固定資産税(償却資産税）
の申告

対象 対象外 対象外 対象

（注）〇…選択可、×…選択不可


